
○
規

則

ス
モ
ー
ク
マ
シ
ー
ン
（
ジ
ュ
ー
ス

別
）

一

台

二
、
四
〇
〇
円
以
内

オ
ー
プ
ン
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

一

台

一
、
四
〇
〇
円
以
内

Ｄ
Ａ
Ｔ

一

台

一
、
三
〇
〇
円
以
内

Ｍ
Ｄ

一

台

六
〇
〇
円
以
内

一
六
ミ
リ
映
写
機

一

台

八
、
四
〇
〇
円
以
内

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一

台

一
、
七
〇
〇
円
以
内

ス
ラ
イ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一

台

一
、
七
〇
〇
円
以
内

ビ
デ
オ
デ
ッ
キ

一

台

一
、
三
〇
〇
円
以
内

ピ
ア
ノ
（
フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
）

一

台

三
、
八
〇
〇
円
以
内

三
五
ミ
リ
映
写
機

一

式

八
、
四
〇
〇
円
以
内

一
六
ミ
リ
映
写
機

一

式

三
、
二
〇
〇
円
以
内

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
リ
ア
投

影
式
）

一

式

八
、
四
〇
〇
円
以
内

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式

一
、
三
〇
〇
円
以
内

規

則

大
分
県
立
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
利
用
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
四

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

大
分
県
立
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
六
号

大
分
県
立
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
立
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
利
用
規
則
（
平
成
十
年
大
分
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
の
大
ホ
ー
ル
及
び
中
ホ
ー
ル
の
項
中

「

、
」

「

、
」

「

、
」

「

、
「
、
黒
板
」
及
び

」

「

を
削
り
、
「
ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ

」

ェ
ク
タ
ー
」
を
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
」
に
改
め
、

「

を
削
り
、
同
表
の
練
習
室
の

」

「

項
中

及
び
「
・
Ｍ
Ｄ
」
を
削

」

り
、
同
表
の
会
議
室
の
項
中

「

及
び

」

「

令

和

五

年

号

外

三
二

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

�
�

�
�

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一



ス
ラ
イ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式

一
、
三
〇
〇
円
以
内

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

年
齢

男
・
女

性
別

続
柄

技
能
修
得
者

氏
名

年
齢

技
能
修
得
者

氏
名

を
削
り
、

」

「

「
を

に
改
め
る
。

」

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
大
分
県
立
総
合
文
化
セ

ン
タ
ー
の
附
属
設
備
及
び
器
具
の
利
用
に
係
る
利
用
料
金
の
範
囲
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
大
分
県

立
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
の
附
属
設
備
及
び
器
具
の
利
用
に
係
る
利
用
料
金
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
七
号

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
保
健
所
地
域
福
祉
室
長
（
以
下
「
地
域
福
祉
室
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
保
健
所

長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
地
域
福
祉
室
長
」
を
「
保
健
所
長
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
条
第
三
項
、
第
九
条
並
び
に
第
十
条
中
「
地
域
福
祉
室
長
」
を
「
保

健
所
長
」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
の
別
紙
以
外
の
部
分
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式

の
別
紙
一
（
表
面
）
中
「保
健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
同
紙
の
（
裏
面
）
中
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
二
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改

め
、
同
様
式
の
別
紙
三
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
同
紙
の
注
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

注
住
所
及
び
氏
名
の
欄
は
､そ
れ
ぞ
れ
自
書
し
て
く
だ
さ
い
。

第
十
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で
、
第
十
七
号
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
中
「保

健

所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保
健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「保
健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
、

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

第
二
十
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の

（
そ
の
二
）
中
「年

１２月
１
日

」
を
「年

月
日

」
に
、
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」

に
改
め
、
同
様
式
の
（
そ
の
三
）
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
様
式
中
「但

し

」
を
「た

だ
し

」
に
、
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改

め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
、
「当

室

」
を
「当

所

」
に
改
め

る
。第

二
十
五
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式
の
二
及
び
第
二
十
五
号
様
式
の
三
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」

に
、
「当

室

」
を
「当

所

」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
「性

別

」
を
削
る
。

第
三
十
五
号
様
式
中
「室

長

」
を
「所

長

」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
号
様
式
、
第
三
十
八
号
様
式
、
第
三
十
九
号
様
式
、
第
四
十
一
号
様
式
及
び
第
四
十
二
号
様
式

中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
に

」
を
「保

健
所
に

」
に
、
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を

「保
健
所
長

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
第
十
二
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で
、
第
十
七
号
様
式
、
第
十
八
号

様
式
、
第
二
十
号
様
式
か
ら
第
二
十
六
号
様
式
ま
で
、
第
三
十
二
号
様
式
、
第
三
十
五
号
様
式
、
第
三
十

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二
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関
係
先
照
会
へ
の
同
意
（
別
紙
３
）

収
入
の
状
況
（
別
紙
２
）

関
係
先
照
会
へ
の
同
意
（
別
紙
５
）

収
入
の
状
況
（
別
紙
２
～
４
）

六
号
様
式
、
第
三
十
八
号
様
式
、
第
三
十
九
号
様
式
及
び
第
四
十
一
号
様
式
か
ら
第
四
十
三
号
様
式
ま
で

の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
保
健
所
地
域
福
祉
室
長
（
以
下
「
地
域
福
祉
室
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
保
健
所

長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
地
域
福
祉
室
長
」
を
「
保
健
所
長
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
並
び
に
第
十
条
中
「
地
域
福
祉
室
長
」
を
「
保
健
所
長
」
に
改
め

る
。第

一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
八
号
様
式
中
「印

」
を
「区

分

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「受

領
印

」
を
「受

領
者

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中
「吏

員
印

」
を
「職

員
名

」
に
、
「受

領
印

」
を
「受

領
者

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「吏

員
印

」
を
「職

員
名

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
の
別
紙
以
外
の
部
分
中

「

を
」

「

に
改
め
、
「㊞

」
を

」

削
り
、
「保
健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
一
（
表
面
）
中
「保

健
所

地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
「下

さ
い

」
を
「く

だ
さ
い

」
に
改
め
、

同
紙
の
（
裏
面
）
中
「す
べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
二
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」

を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
「㊞

」
、
「平

成

」
及
び
「､子

ど
も
手
当

」
を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙
三
中

「保
健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
「㊞

」
及
び
「平

成

」
を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙

四
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
「㊞

」
及
び
「､子

ど
も
手
当

」
を
削
り
、

同
様
式
の
別
紙
五
中
「㊞

」
を
削
り
、
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
同
紙
に
注

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
住
所
及
び
氏
名
の
欄
は
､そ
れ
ぞ
れ
自
書
し
て
く
だ
さ
い
。

第
十
四
号
様
式
中
「証

ひ
ょ
う
書
類

」
を
「証

拠
書
類

」
に
、
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所

長

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「平

成

」
を
削
り
、
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
「㊞

」

を
削
り
、
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
、
「か

こ
み

」
を
「囲

み

」
に
、
「か

こ
ん
で

」
を
「囲

ん
で

」
に

改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
「㊞

」

を
削
る
。

第
十
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「平

成

」
及
び
「㊞

」
を
削
る
。

第
二
十
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
（
そ
の
二
）
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改

め
、
「と

印
鑑

」
を
削
り
、
同
様
式
の
（
そ
の
三
）
及
び
（
そ
の
四
）
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を

「保
健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
の
二
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の

（
そ
の
二
）
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長
殿

」
を
「保

健
所
長
殿

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長
あ
て

」
を
「保

健
所
長
宛
て

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
及
び
第
二
十
三
号
様
式
の
二
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
、

「当
室

」
を
「当

所

」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
の
別
紙
以
外
の
部
分
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
同
様

式
の
（
別
紙
）
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
「言

い
ま

す

」
を
「い

い
ま
す

」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
の
二
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
、
「当

室

」
を
「当

所

」
に

改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
の
三
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式
の
別
紙
以
外
の
部
分
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
、
「折

返

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

三



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

し
」
を
「折

り
返
し

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
別
紙
）
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に

改
め
、
「印

」
を
削
り
、
「申

し
込
み

」
を
「申

込
み

」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中
「受

領
印

」
を
「受

領
者

」
に
改
め
、
「､規

格
は
､日
本
標
準
規
格
Ａ
４
と
し

」
を

削
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

第
二
十
八
号
様
式
中
「室

長

」
を
「所

長

」
に
改
め
、
「㊞

」
及
び
「年

齢

」
を
削
る
。

第
二
十
九
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
に

」
を
「保

健
所
に

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
「保

健

所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
第
一
号
様
式
、
第
八
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
号
様
式
か
ら
第
二
十
九

号
様
式
ま
で
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
九
号

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
規
則

第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
保
健
所
地
域
福
祉
室
長
（
以
下
「
地
域
福
祉
室
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
保
健
所

長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
地
域
福
祉
室
長
」
を
「
保
健
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
地
域
福

祉
室
長
」
を
「
保
健
所
長
」
に
、
「
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
七
条
の
二

第
一
項
の
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
中
「
地
域
福
祉
室
長
」
を
「
保
健
所
長
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
地
域
福
祉
室
長
」
を
「
知
事
又
は
保
健
所
長
」
に
改
め
、
「
（
第
一
号
様
式
）
を
」
の
下
に

「
児
童
相
談
所
（
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
負
担
金
の
額
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
限

る
。
）
及
び
」
を
加
え
、
「
交
付
す
る
と
と
も
に
、
負
担
金
調
定
変
更
報
告
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

保
健
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
金
の
額
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
負
担
金
調
定
変
更
報
告
書

（
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
中
「
地
域
福
祉
室
長
」
を
「
保
健
所
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
備
考
１
の
⑷
及
び
別
表
第
二
の
備
考
の
⑷
中
「地

域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め

る
。第

一
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
５
中
「健

康
づ
く

り
支
援
課

」
を
「感

染
症
対
策
課

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「地

域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

印

」
を
「保

健
所
長

」
に

改
め
る
。

「年
度

第
八
号
様
式
中

を

地
域
福
祉
室

」

「年
度

に
、
「地

保
健
所
（
地
域
福
祉
室
）

」

域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「地

域
福
祉
室

」
を
「保

健
所
（
地
域
福
祉
室
）

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
大
分
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

第
三
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
付
表
一
中
「か

こ
む

」
を
「囲

む

」
に
、
「わ

か
る

」

を
「分

か
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
付
表
二
中
「わ

か
る

」
を
「分

か
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
付
表
三
中

「か
こ
む

」
を
「囲

む

」
に
、
「わ

か
る

」
を
「分

か
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
付
表
四
及
び
付
表
六
中

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

四
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「わ
か
る

」
を
「分

か
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
付
表
八
中
「か

こ
む

」
を
「囲

む

」
に
、
「わ

か
る

」
を

「分
か
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
付
表
九
中
「か

こ
む

」
を
「囲

む

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
の
三
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「わ

か
る

」
を
「分

か
る

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
の
四
中
「印

」
を
削
る
。

第
四
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
の
二
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
三
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
中
「な

っ
た

」
を
「な

つ
た

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
四
及
び
第
四
号
様
式
の
五
中
「保

健
所
地
域
福
祉
室
長

」
を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
九
中
「施

設
確
認
印

」
を
「施

設
確
認

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

第
十
号
様
式
の
二
及
び
第
十
号
様
式
の
二
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
号
様
式
の
二
の
三
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「わ

か
る

」
を
「分
か
る

」
に
改
め

る
。第

十
号
様
式
の
二
の
四
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
号
様
式
の
三
及
び
第
十
号
様
式
の
六
中
「印

」
を
削
り
、
「あ

っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
改

め
、
注
を
削
る
。

第
十
号
様
式
の
七
及
び
第
十
号
様
式
の
八
中
「印

」
を
削
り
、
「あ
っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
改
め

る
。第

十
号
様
式
の
八
の
二
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

第
十
号
様
式
の
九
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
「氏

名
を
記
載
し
､押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
､自

署
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

」
を
削
り
、
同
様
式
の
添
付
書
類
３
中
「わ

か
る

」
を
「分

か
る

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
の
十
中
「印

」
及
び
「注

氏
名
を
記
載
し
､押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
､自
署
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

」
を
削
る
。

第
十
号
様
式
の
十
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
「氏

名
を
記
載
し
､押
印
す
る
こ
と
に
代
え

て
､自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

」
を
削
り
、
同
様
式
の
添
付
書
類
３
中
「わ

か
る

」
を
「分

か
る

」
に
改

め
る
。

第
十
号
様
式
の
十
一
中
「印

」
を
削
り
、
「あ

っ
た

」
を
「あ

つ
た

」
に
改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
３

中
「わ

か
る

」
を
「分
か
る

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
第
三
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
の
五
ま
で
、
第
四
号
様
式
の
九
、
第
五
号
様
式
、
第
十
号
様

式
の
二
か
ら
第
十
号
様
式
の
三
ま
で
、
第
十
号
様
式
の
六
か
ら
第
十
号
様
式
の
八
の
二
ま
で
、
第
十
号
様

式
の
九
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
及
び
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
一
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
規
則
第
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
三
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
二
号

大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
分
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
号
中
「
第
四
条
各
号
」
を
「
第
六
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
同
条
第
六
項
」

を
「
同
条
第
八
項
」
に
、
「
第
七
条
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
」
に
、
「
第
六
条
第
七
項
」
を
「
第
六
条
第

九
項
」
に
改
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

五



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

六


